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「第１回　新丸山ダム建設事業の

  関係地方公共団体からなる検討の場 幹事会」開催される

【愛 知 県】 

【岐 阜 県】

【三 重 県】

【恵 那 市】 【桑 名 市】

【一 宮 市】

　第1回新丸山ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場 幹事会が、構成員の3県5市町(愛知県、

岐阜県、三重県、恵那市、八百津町、美濃加茂市、一宮市、桑名市)と、検討主体の中部地方整備局の出

席の下、平成22年12月22日に名古屋市内で開催されました。

　検討の場は、検討主体による新丸山ダム建設事業の検証に係る検討を進めるに当たり、｢ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目｣に基づき、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場

を理解しつつ、検討内容の認識を深めることを目的に設置されたものです。

　第1回幹事会では、検討主体から規約や検証に係る検討の進め方、複数の対策案の考え方などについて

説明があり、構成員からは｢ダム本体の早期着工｣を求める発言などがありました。

　今後、｢新丸山ダムの検証に係る検討の進め方｣(裏面)に沿って、予断を持たずに検証が進められる予

定です。
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新丸山ダムの検証に係る検討の進め方
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有識者会議の意見

国土交通大臣が再検
討の指示又は要請

本省による対応方針の決定

中間とりまとめから乖離した検
討が行われたと判断される場合

概略評価による治水対策
案の抽出

治水対策案が多い場合

２～５案程度に抽出

治水対策案を評価軸ごとに評価
●治水対策案を環境への影響などの様々な評価軸で検討する

対応方針(案)等の決定

検討主体から本省への検討結果の報告

検証対象ダムの総合的な評価

複数の治水対策案の立案
●ダム案とダム以外の案を立案する
●各治水対策案は、河川を中心とした対策に加え
　流域を中心とした対策を含めて様々な方策を組
　み合わせて立案する

目的別の総合評価（洪水調節）
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（洪水調節の例）

国土交通大臣が個別ダム検証の検討を指示（平成22年9月28日）

検討主体による個別ダムの検証に係る検討
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平成22年12月23日　岐阜新聞 平成22年12月23日　中日新聞

http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/dam_kentou/index.htm

[出典等]1.｢新丸山ダムの検証に係る検討の進め方｣は、第1回幹事会・資料-1を抜粋・加筆などして作成したものです。なお、赤波線枠内で字体の異なる
　　　　　｢新規利水の観点からの検討｣及び｢その他の目的に応じた検討｣は、新丸山ダム建設事業の目的には無い項目で、検討の対象外となります。
　　　　2.新聞記事は、岐阜新聞社及び中日新聞社の許可を頂いて掲載しています。

中部地方整備局の｢検証対象ダム事業の関係地方公共団体からなる検討の場｣に係る資料は、下記のウェブサイトで
ご覧頂けます。なお、新丸山ダム関係の資料は第1回幹事会資料も含め、同サイトのほか、新丸山ダム工事事務所1F
ロビーでもご覧頂けます。


